
 

公益財団法人千葉県教育振興財団財務規程 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この規程は、公益財団法人千葉県教育振興財団定款（以下「定款」という。）第
４３条の規定により、公益財団法人千葉県教育振興財団（以下「財団」という。）の財
務に関し、必要な事項を定め、もって整然かつ確実に財務に関する事務を処理すること
を目的とする。 

 
（経理及び勘定科目等） 
第２条 財団の経理は、公益法人会計基準に基づき処理するものとする。 
２ 勘定科目は理事長が別に定める。 
３ 会計区分は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計とする。 
 
（出納職員） 
第３条 理事長は、財団の役員又は職員のうちから出納役１人を任命し、財団の出納及び
資産に関する事務を統轄させるものとする。 

２ 理事長は、財団の職員のうちから出納主任１人を任命し、出納役の命令に基づく事務
をつかさどらせるものとする。 

３ 理事長は、必要があると認める場合には、第１項及び第２項の事務を代理する代理出
納役又は代理出納主任を命ずることができる。 

４ 理事長は、財団の職員のうちから出納職員を任命し、出納主任の命令に基づく出納、
資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保管に関する事務を行わせるものとする。 

５ 前項に規定により任命された出納職員は、これらの業務を円滑に行うため、出納事務
を担当する。 

 
（出納職員の兼任の禁止） 
第４条 出納役と出納主任とは、兼任することができない。 
 
（出納事務の引継） 
第５条 出納役、出納主任の交替があったときは、現金、書類、帳簿、その他の物件につ
き、各々その目録及び計算書を調製し、現金預金、有価証券及び棚卸資産については各
々の帳簿に対照した明細書を添え、速やかに後任者に引き継ぎ、理事長（出納主任の場
合は出納役）に報告しなければならない。 

 
（取引金融機関） 
第６条 理事長は、取引金融機関を指定し、自己名義もしくは財団名義の預金口座を設け
なければならない。 

 
（出納用登録印鑑） 
第７条 取引金融機関に登録する印鑑は、理事長の印鑑とし、登録印鑑は別表第１のとお
りとする。 

２ 前項に定める理事長の印鑑は出納役が保管するものとする。 
 
（予算の執行） 
第８条 収支予算の執行者は、理事長とする。 
 
第９条 削除 
 



 

 
第２章 資産管理 

（管理責任） 
第10条  理事長及び第３条に規定する出納職員及びこれらの補助者は、財団の行う業務の
経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。 

 
（資産の範囲） 
第11条 財団の資産は、流動資産及び固定資産とする。 
 
（資産の価額） 
第12条 財団の資産の価額は、取得価額によるものとする。ただし、取得価額が不明のも
のは適正な見積価額とし、資産の再評価をしたときは当該評価額によるものとする。 

 
（資産の保管） 
第13条 財団の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 
(1) 現金、預金通帳、証券、定期預金証書及び預り証書その他これらに準ずる証書は、
厳重な鍵のかかる容器に保管又は銀行に保護預けをすること。 

(2) 前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管すること。 
 

第３章 予算及び決算 
（予算の目的等） 
第14条 収支予算は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ収
支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

２ 理事長は、当該年度における事業計画に基づき収支予算を編成し、正味財産増減予算
書（別記第１号様式）及び正味財産増減予算書内訳表（別記第２号様式）を作成しなけ
ればならない。 

 
（予算の補正） 
第15条 予算の作成後に生じた事由により予算に変更を加える必要がある場合は、補正予
算を編成することができる。 

 
 
第16条 削除 
 
 
第17条 削除 
 
 
 
（収支決算） 
第18条 財団の収支決算を作成するときは、正味財産増減決算書（別記第３号様式）、正
味財産増減決算書内訳表（別記第３号様式の２）、貸借対照表（別記第４号様式）、貸
借対照表内訳表（別記第４号様式の２）、財産目録（別記第５号様式）のほか預金明細
書、借入金明細書その他の付属明細書を作成しなければならない。 

２ 前項の付属明細書の様式は、別記第６号様式から第１３号様式までに定めるとおりと
する。 

 
（棚卸資産の評価） 
第19条 第３条第２項に規定する出納主任は、棚卸資産につき毎事業年度末及び理事長の
定める一定の期日に実地棚卸を行い、その結果に基づいて棚卸表（別記第14号様式）を



 

作成し、同条第１項に規定する出納役に提出しなければならない。 
２ 出納主任は、前項の実地棚卸により貯蔵品に過不足があることを発見したとき又は評
価替えの必要があると判断したときは、その原因を調査するとともに、当該過不足又は
評価替えについて、出納役を経て理事長の承認を受けなければならない。 

３ 出納主任は、前項の承認を受けたときは、直ちにその旨を出納役に報告するとともに、
棚卸修正を行わなければならない。 

 
（有形固定資産等の減価償却） 
第20条 土地を除く有形固定資産及び繰延資産は、毎事業年度末日において、法人税法施
行令（昭和40年政令第97号）に定めるところにより減価償却しなければならない。 

２ 建物及び土地を除く有形固定資産（取得価額が20万円未満のものを除く。）は、定率
法により減価償却するものとする。建物及び無形固定資産は定額法により減価償却する
ものとする。 

３  事業年度の中途において取得した固定資産の当該年度における償却額は、前項の規定
により計算した償却額に経過月数を１２で除して得た割合を乗じて得た金額とする。 

 
（特別償却） 
第21条 固定資産が陳腐化、不適応化、その他災害等の事由により著しくその価値を減じ
た場合には、理事会の承認を受けて前条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は
一部を減額することができる。 

 
第４章 収入・支出 

（収入の決定） 
第22条 収入は、収入調定伝票（増減）（別記第15号様式）により、決裁を受けなければ
ならない。 

２ 前項により決定した金額を変更又は取消ししようとする場合も、収入調定伝票（増減）
により行うものとする。 

３ 前２項により収入が決定した場合は、納入期限を定め債務者に通知するものとする。
ただし、預金利息等その性質上納入の通知を必要としない場合は、この限りでない。 

 
（収納） 
第23条 収納は、現金による収納を避け、財団指定の金融機関に納入させるものとする。
ただし、やむを得ないときは現金を収納することができる。 

２ 出納主任は、前項の規定により収納した現金を直ちに支払に充てることなく、取引金
融機関に預け入れなければならない。 

３ 出納主任は、現金を収納した場合には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を
押し、領収書を相手方に交付するものとする。ただし、商品の店頭販売等において、購
入者がこれを要求しない場合は、省略することができる。 

４ 銀行振込による収納は、財団指定の金融機関に受入れた日を受領の日とし処理するも
のとする。 

５ 第１項から第３項の規定は、理事長が特に必要と認める場合、代理出納主任がその所
掌事務の範囲内で行えるものとする。 

 
（支出の決定） 
第24条 支出は、支出負担行為伝票（増減）（別記第16号様式）により予算科目、金額等
を明記し、決裁を受けなければならない。 

２ 前項により決定した金額を変更又は取消ししようとする場合も、支出負担行為伝票
（増減）により行うものとする。 

 
（支出負担行為の確認） 



 

第25条 出納主任は、前条の支出決定に基づき支出命令を受けた場合においては、支出負
担行為（財団の支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。）の内容を審査し、確
認をしなければならない。 

 
（支払） 
第26条  出納主任は、支払をしようとする場合には口座振替払の方法により行うものとす
る。ただし、次の各号に掲げる場合には、現金をもって支払をすることができる。 

 (1) 報償費及び旅費の支払をしようとするとき。 
 (2) 前各号に掲げるほか、理事長が必要と認めたとき。 
２ 第１項により支払をする場合には、領収書若しくはこれに代わるべき書類を徴し、当
該取引に係る伝票に支払日付及び認印を押さなければならない。 

３ 第１項及び第２項の規定は、理事長が特に必要と認める場合、代理出納主任がその所
掌事務の範囲内で行えるものとする。 

 
（小切手事務の取扱） 
第27条 小切手帳の保管及び小切手等の作成は、出納主任又は出納員でなければ行うこと
ができない。 

２ 小切手等は、出納役が捺印した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことが
できない。 

３ 小切手等の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手等を受取人に交付するときにし
なければならない。 

 
（前金払） 
第28条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 
 (1) 前金でなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費 
 (2) 前号に掲げるもののほか、理事長が特に前金払を必要と認めた経費 
 
（小口現金） 
第29条 理事長は、出納主任又は代理出納主任に小口の現金を保管させ、常用の雑費で現
金支払を必要とするものの支払をさせることができる。 

２ 前項の規定により出納主任又は代理出納主任が保管することのできる小口現金の額は、
３０万円を限度とする。 

３ 出納主任又は代理出納主任は、現金支払をした場合は必ず受取証書を徴し、精算を行
わなければならない。 

 
（概算払） 
第30条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 
 (1) 旅費 
 (2) 補助金及び負担金 
 (3) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に概算払を必要と認めた経費 
２ 概算払をしたその経費については、その目的達成後速やかに精算の手続きを行わなけ
ればならない。 

 
（仮払） 
第31条 予算科目、支出額等が特定できない場合には、仮払をすることができる。 
２ 仮払は、納入・振替・払戻決議書（別記第17号様式）により行うものとする。 
３ 仮払をした場合には、速やかに予算科目、支出額等を特定し、正当な科目に振り替え
なければならない。 

 
（立替払） 



 

第32条 次の各号に掲げる場合は、立替払をすることができる。 
(1) 職員の社会保険料等、法令等で事業者が一時的に支払の義務を負う経費 
(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めた経費 

２ 立替払は、納入・振替・払戻決議書により行うものとする。 
 
（預り金） 
第33条 財団の収入に属さない次の各号に掲げる金銭については、預り金として処理する
ことができる。 

 (1) 収入、支出に伴い発生する財団が債権者、債務者にかわって納付しなければならな
い諸税及び社会保険料等 

 (2) 受託事業の精算に伴い発生する過納金 
 (3) 受託販売に伴って納入される現金等 
 (4) 契約保証金その他の保証金 
 (5) その他の過入金や誤入金 
２ 預り金に係る処理は、納入・振替・払戻決議書により行うものとする。 
 
（戻入） 
第34条 過払い又は誤払いが発生した場合は、支出負担行為伝票（増減）により速やかに
処理しなければならない。ただし、会計年度を超えて判明した場合は、判明した当該年
度の収入調定伝票により処理しなければならない。 

 
第５章 契約 

（契約担当者及び競争入札の原則） 
第35条 売買、賃貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、又は随意契
約の方法により締結するものとする。 

２ 契約は、理事長又はその委任を受けた者（以下、「契約担当者」という。）でなけれ
ば、これを締結することができない。 

３ 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合には、あらかじめ契
約を締結しようとする事項の予定価格を定め競争に付し、契約の目的に従って最高又は
最低価格による入札者と契約しなければならない。 

４ 提案方式による競争入札、随意契約の場合及び複数者との統一単価契約による場合は、
前項の規定にかかわらず、契約することができる。 

 
（一般競争入札） 
第36条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、少なくとも１０日前に、新
聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項について公告しなければならない。 
ただし、急を要する場合においては、その期間を５日までに短縮することができる。 

(1) 入札に付する事項 
(2) 契約条項を示す場所 
(3) 入札開札の日時及び場所 
(4) 入札保証金に関する事項 
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 
(6) その他必要と認める事項 

 
 
（入札資格） 
第36条の２ 次の各号の一に該当する者は、競争入札に参加することができない。 
 (1) 未成年者（法定代理人の同意を得た者を除く。） 
 (2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 
 (3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる



 

までの者  
 (4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定に至るまでの者 
２ 次の各号の一に該当すると認める者を、その事実があった後２年間競争入札に参加さ
せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使
用する者についても、また同様とする。 

 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは
数量に関して不正の行為をした者 

 (2) 競争入札に際し、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しく
は、不正の利益を得るために連合した者 

 (3) 競争に加入すること、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを
妨げた者 

 (4) 検査又は監督の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
 (6) 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約に際し、代理人、

支配人その他の使用人として使用した者 
 
（入札保証金） 
第36条の３ 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対し見積金額の百分の五以上の
入札保証金を納付させることができる。 

 
（入札保証金の還付） 
第36条の４ 契約担当者は、入札保証金を開札後直ちに入札参加者に還付しなければなら
ない。 

 
（入札の方法） 
第36条の５ 入札しようとする者は、理事長が別に定める入札書に所定の事項を記入し、
記名押印のうえ、所定の日時及び場所に出頭し、入札に参加しなければならない。 

 
（入札の無効） 
第36条の６ 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 
 (1) 入札資格のない者のした入札 
 (2) 代理権を証明する文書のない者のした入札 
 (3) 入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札 
 (4) 同一事項の入札について入札者及びその代理人のした２通以上の入札 
 (5) 金額その他主要部分の記載が不明な入札又は入札者の記名押印のない入札 
 (6) その他入札に関し特に指定した事項に違反した入札 
 
（予定価格及び最低制限価格） 
第36条の７ 契約担当者は、入札に付する事項の価格を仕様書、設計書、予算額等により
予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなけ
ればならない。 

２ 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約
の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格の制限
の範囲内で最低制限価格を設けることができる。この場合において、当該最低制限価格
を前項の書面に併せて記載しなければならない。 

３ 前項の最低制限価格は、予定価格の３分の２を下ることができない。 
４ 予定価格に対する最低制限価格の割合は、入札前に公表しなければならない。 
 
（予定価格の決定方法） 
第36条の８ 予定価格は、競争入札に係る契約価格の総額について定めなければならない。



 

ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約において
は、単価について、その予定価格を定めることができる。 

２ 前項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要
の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければ
ならない。 

 
 （開札及び再度入札） 
第36条の９ 契約担当者は、開札をするときは、入札の場所において入札の終了後直ちに
入札者を立ち会わせてこれを行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、
当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

２ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。 
３ 第１項の規定により開札した場合において、次条第１項の規定による落札者がないと
きは、直ちに、再度の入札をすることができる。 

 
（落札） 
第36条の10 契約担当者は、次の各号の一に該当する者を落札者としなければならない。 
 (1) 工事の請負、買入れ又は賃借等対価を支払う契約の場合にあっては、予定価格以内

であって最低制限価格を下回らない最低価格をもって入札した者 
 (2) 物品の売払い又は賃貸等対価を受け入れる契約の場合においては、予定価格以上で

あって最高価格をもって入札した者 
 
（同価入札の処理） 
第36条の11 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、
直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。 
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代え

て当該入札事務に直接関係のない職員にくじを引かせるものとする。 
 
（落札の通知） 
第36条の12 契約担当者は、落札者を決定したときは、口頭又は書面をもって当該落札者
に通知するものとする。 

 
（指名競争入札） 
第37条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には指名競争入札の方法により契約するこ
とができる。 

 (1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適さないとき。 
 (2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がな

いと認められる程度に少数である契約をするとき。 
 (3) 一般競争入札に付することが不利であると認められるとき。 
２ 契約担当者は、指名競争入札によろうとするときは原則として５人以上の入札者を指
名しなければならない。 

３ 前項の規定により入札者を指名したときは、第３６条第１号から第４号まで及び第６
号に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。 

４ 第３６条の２から第３６条の１２までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。 
 
 
（随意契約） 
第38条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、随意契約によることができる。 
 (1) 売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が別表第２左欄に掲げる契約の種類

に応じ同表右欄に定める額の範囲を超えないとき。 
 (2) 不動産の買入れ又は借入れ、財団が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に



 

使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適
しないとき。 

 (3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 
 (4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 
 (5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 
(6) 入札に付しても入札者が揃わないことが明らかな場合 

 (7) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 
 (8) 落札者が契約を締結しないとき。 
２ 前項第７号の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札
に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 

３ 第１項第８号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うも
のとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その
他の条件を変更することができない。 

４ 随意契約によろうとするときは、原則として２人以上の者から見積書を徴さなければ
ならない。 
ただし、予定価格が２０万円未満であるとき、又は機器等の点検、点検による修理、

契約の内訳が財団で設計できないもの、相手方が特定されるもの、入札に付しても入札
者が揃わないことが明らかな場合等、契約内容が１者に限られるものについては、１人
又は２人以上とする。 
また、次に掲げる場合においては、見積書を徴しないことができる。 

(1) 郵便切手、郵便葉書、官報、県報、新聞等その他法令等によって価格の定められ
ている物品を購入するとき。 

(2) 小口現金で支払を行うとき。 
(3) 非常災害の場合、又は緊急を要する場合に物品の購入等をするとき。 
(4) 国又は地方公共団体若しくは公益法人と契約するとき。 
(5) その他見積書を徴することが適当でないと認めるとき。 

５ 第36条の７（予定価格及び最低制限価格）及び第36条の８（予定価格の決定方法）の
規定は随意契約の場合に準用する。 
この場合において、工事又は製造の請負、物件の売買、修繕等の契約で次の各号の一

に該当するときは、第36条の７の予定価格を記載した書面の作成を省略すること がで
きる。 

 (1) 予定価格が、別表第２左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額の範囲を
超えないとき。 

 (2) 前項の規定により見積書を徴さないことができる契約をするとき。 
 
 （契約書の作成） 
第39条 契約を締結しようとする場合には、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証
金額、契約違反の場合における契約保証金の処分、危険の負担、その他必要な事項を詳
細に記載した契約書を作成しなければならない。 
ただし、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。 

(1) 100万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。 
(2) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る
とき。 

(3) 国又は地方公共団体若しくは公益法人と随意契約をする場合において、理事長が契
約書を作成する必要がないと認めたとき。 

２ 前項ただし書の規定により契約書を省略した場合においては、請書を徴さなければな
らない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでな
い。 

３ 契約担当者は、契約の内容を変更しようとするときは、変更契約書を作成しなければ
ならない。 



 

 
（契約履行の検査） 
第40条 契約担当者又は当該契約担当者から監督又は検査を命じられた職員は、契約の適
正な履行を確保するため必要な監督又は検査をしなければならない。 

２ 契約担当者又は当該契約担当者から検査を命じられた職員は、検査を完了したときは、
検査調書を作成しなければならない。ただし、請求書、納品書又はこれに代わるべき書
類に検査済の旨を付記して検査調書の作成を省略することができる。 

 
第６章 伝票・帳簿 

（伝票） 
第41条 取引は、すべて収入・支出・振替伝票（別記第18号様式）により処理しなければ
ならない。 

 
（帳簿の種類） 
第42条 帳簿は、元帳（別記第19号様式）と補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座
を設け、複式簿記に従ってすべての取引を記入しなければならない。 

２ 前項の補助簿は、収入予算整理簿（別記第20号様式）、支出予算整理簿（別記第21号
様式）、現金出納簿（別記第22号様式）、備品台帳（別記第23号様式）、基本財産台帳
（別記第23号様式の２）及び特定資産台帳（別記第23号様式の３）とし、必要に応じて
増設することができる。 

 
（帳簿の記入及び照合の責任） 
第43条 元帳及び補助簿の記入は、伝票に基づいて取引のつど行うものとする。 
２ 出納主任は、前項に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければなら
ない。 

３ 出納主任は、毎月末日元帳の口座の金額について補助簿と照合し、記入の正確を確認
しなければならない。 

 
（出納計算書の提出） 
第44条 出納役は、四半期末日において元帳を締切り、出納計算書（別記第24号様式）を
作成し、公認会計士等の監査を受けた後、理事長に報告しなければならない。出納主任
は、毎月末日において元帳を締切り、出納計算書（別記第24号様式）を作成し、出納役
の証明を受けた後、理事長に報告しなければならない。 

 
第７章 物品 

（物品の分類） 
第45条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、その意義は、それぞれ当該
各号に定めるところによる。 

  (1) 備品 その性質上長期間にわたって使用されるべき物。ただし、次に掲げる物は、
消耗品とする。 

  イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物 
  ロ 記念品、報償品その他これらに類する物 
 (2) 小額備品 取得価格が20万円未満で、耐用年数が１年以上の物 
 (3) 消 耗 品 耐用年数が１年未満のもので、使用することによって消耗する物 
 (4) 商  品 販売用に仕入れた物又は委託を受けて販売する物 
（5）材 料 品 加工、生産、工事、工作等のため使用する物     
 (6) 借用物品 他の者から借り入れて使用中の物 
 
（物品の出納の年度区分） 
第46条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。 



 

２ 物品の出納年度所属区分は、その物品が出納された日の属する年度とする。 
 
（年度繰越し） 
第47条 物品は、毎年度末の残高を翌年度に繰り越して使用しなければならない。 
 
第48条 削除 
 

第８章 補則 
（理事長への委任） 
第49条 この規程施行について必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
 

 附 則 

 この規程は、昭和49年11月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程の一部改正は、昭和54年４月１日から施行する。 

２ 改正前の財務規程（以下「改正前の規程」という。）第31条の規定により備品とされ

ているものであって昭和54年３月31日現在に所有するもののうち、その購入価格が3000

円を超え 100,000円未満の備品については、改正前の規程第31条の規定にかかわらず、

これを消耗品とみなす。 

  この場合において、未償却残額については昭和53年度決算から償却するものとする。 

   附 則 

 この規程は、昭和56年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和58年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和60年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前の財団法人千葉県教育振興財団財務規程(以下「改正前の財務

規程」という。)第42条第１号の規定により備品とされている物品であって平成５年３

月31日において現に財団法人千葉県教育振興財団が所有しているもののうち、その購入

価格が10万円以上20万円未満の物品について、平成４年度において償却が終了しない場

合にあっては、当該物品に係る未償却に係る額は、平成４年度において償却されたもの



 

とみなす。 

   附 則 

 この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前のこの規程第42条第1号イの規定により消耗品とされている物品で、平成10年4

月1日から平成11年3月31日までの間に取得された物品のうち、その購入価格が10万円以

上の物品については、改正前のこの規程第12条の規定にかかわらず、法人税法施行令第

133条の２の規定により減価償却するものとする。 

   附 則 

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成16年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成17年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成21年12月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成21年12月１日から施行する。 

 

 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成23年12月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行の日から平成24年６月30日までの間に行われる平成23年度分の財務に関する事務

については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成24年10月25日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成27年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行の日から平成27年３月31日までの間に行われる平成26年度の財務に関する事務に

ついては、なお従前の例による。 

３ 第７条は、施行日以降、取引金融機関との協議が整い次第、順次適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年３月１日から施行する。 

附 則 
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第38条） 

 

契 約 の 種 類 額 

 １ 工事又は製造の請負 

  ２  財産の買入れ 

  ３  物品の借入れ 

  ４  財産の売払い 

  ５  物件の貸付け 

  ６  １～５に掲げるもの以外のもの 

 ２５０万円 

 １６０万円 

   ８０万円 

   ５０万円 

   ３０万円 

 １００万円 

 

理 事 長 印 

（直径18ミリメートル） 

（円形） 

 

公益財団 
法人千葉県  
教育振興財団 

理事長印 



 

別 記 

第１号様式（第14条第２項） 

正 味 財 産 増 減 予 算 書 

年  月  日から  年  月  日まで 

科   目 予 算 額 前年度予算額 増   減 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第２号様式（第14条第２項） 

正 味 財 産 増 減 予 算 書 内 訳 表 

年  月  日から  年  月  日まで 

科目 

公益目的事業会計 収益事業等会計 
法人

会計 

内部

取引

消去 

合

計 ○○

事業 

○○

事業 
共通 小計 

○○

事業 

○○

事業 
共通 小計 

         

 

 

  

第３号様式（第18条第１項） 

正 味 財 産 増 減 決 算 書 

年  月  日から  年  月  日まで 

  科   目    当 年 度     前 年 度     増   減 

 

 

 

 

 

  

 

第３号様式の２（第18条第１項） 

正 味 財 産 増 減 決 算 書 内 訳 表 

年  月  日から  年  月  日まで 

科目 

公益目的事業会計 収益事業等会計 
法人

会計 

内部

取引

消去 

合

計 ○○

事業 

○○

事業 
共通 小計 

○○

事業 

○○

事業 
共通 小計 

         

 

 

  



 

第４号様式（第18条第１項） 

貸  借  対  照  表 

年  月  日現在 

  科   目    当 年 度     前 年 度     増   減 

   

 

 

第４号様式の２（第18条第１項） 

貸 借 対 照 表 内 訳 表 

年  月  日現在 

科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 

    

 

  

第５号様式（第18条第１項） 

財   産   目   録 

年  月  日現在 

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式（第18条第２項） 

預    金    明    細    書 

 

取引先金融機関名 預 金 種 類  預 金 額 摘    要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７号様式（第18条第２項） 

借  入  金  明  細  書 

借入区分 借 入 先 前期繰越高 当期増加高 当期減少高 期末残高 摘   要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第８号様式（第18条第２項） 

未  払  金  明  細  書 

科      目 金   額  氏   名 摘   要 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式（第18条第２項） 

未 収 金・預 り 金 明 細 書 

科    目 金    額 氏   名 摘    要 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10号様式（第18条第２項） 

減 価 償 却  明  細  書 

         年度 

種  別 取得原価 当期償却額 償却累計額 当期末残高 摘   要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11号様式（第18条第２項） 

引 当 金  明  細  書 

区  分
 

 

前 期 

繰越高 

当    期 貸借対照表 

計 上 額 

摘   要
 

 増  加  額 減  少  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第12号様式（第18条第２項） 

固 定 資 産  明  細  書 

資産の種類
 期 首 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

期 末 

残 高 

減価償却 

引 当 金 

差引期末 

残  高 
摘  要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13号様式（第18条第２項） 

有 価 証 券 明 細 書 

銘   柄 券 価 額 所得価格 貸借対照表 

計 上 額 
備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14号様式（第19条第１項） 

棚  卸  表 

年  月  日 

出納主任           

立 会 人           

品   名
 

単価
 数          量 

備 考
 

帳 簿 残 高 実 地 棚 卸 高 増 減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

第15号様式（第22条第１項） 

  収 入 調 定 伝 票 （増  減） 
      出

納
担
当
者 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
合  

 

議 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度  会 計 名  

事 業 区 分 起 票 日 伝票番号 

  

 

 

 

予 
算 
科 
目 

 

 

 
金 
 
 
額 

 

 

 

 

 

消費税区分  金額  

内         容 

 

 

 

 

 

適用条項 
 

 

履行期限 年  月  日 支 払 
(予定)  

年 月 日 収入区分  

相手方の 
住所・氏名 

 
 
 

 

 
摘 
 
要 
 

 

 
 
 
 
 

支  出 済 印 
 
 

 



 

第16号様式（第24条第１項） 

  支 出 負 担 行 為 伝 票 （増  減） 
          出

納
担
当
者 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
合  

 

議 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度  会 計 名  

事 業 区 分 起 票 日 伝票番号 

  

 

 

 

予 
算 
科 
目 

 

 

 
金 
 
 
額 

 

 

 

 

 

消費税区分  金額  

内         容 

 

 

 

 

 

適用条項 
 

 

履行期限 年  月  日 支 払 
(予定)  

年 月 日 支払区分  

相手方の 
住所・氏名 

 
 
 

 

 
摘 
 
要 
 

 

 
 
 

支  出 済 印 
 
 

 



 

第17号様式（第31条第２項） 

  （納入・振替・払戻）決議書 
          出

納
担
当
者 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
合  

 

議 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度  

 

会 計 名  

事 業 区 分 起 票 日 伝票番号 

  

 

 

 

予 
算 
科 
目 

 

 

 

 

 

金 
 
 
額 

 

内         容 

 

 

 

 

                      

 

適用条項 
 

 

 
支 払 
(振替)日  

年 月 日 支払区分  

相手方の 
住所・氏名 

 
 
 

 

 
摘 
 
要 
 

 

 
 
 

支 出（振替）済 
印 
 
 

 



 

第18号様式（第41条） 

 

収入・支出・振替伝票 

                           

                              

      年度 

出納役    

 

 

 

 

 

 

 

  伝票番号        年  月  日 

借           方 
摘  要

 貸            方 

金  額 科  目 科  目 金  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小          計  

 合                  計  

   

   

  

 

 

 



 

第19号様式（第42条第１項） 

元     帳 

  科  目 

年  

月 日 

伝票No 

事 業 
相手科目 摘  要 税 借  方 貸  方 残 高 

        

        

        

 

第20号様式（第42条第２項） 

収入予算整理簿 

  科  目 

年 月 日 摘  要 伝票No 予 算 額 収 入 額 税込金額 差引残高 

       

       

       

 

第21号様式（第42条第２項） 

支出予算整理簿 

  科  目 

年 月 日 摘  要 伝票No 予 算 額 支 出 額 税込金額 差引残高 

       

       

       

 

第22号様式（第42条第２項） 

現 金 出 納 簿 

  科  目 

年 月 日 科  目 摘  要 収入金額 支出金額 差引残高 

      

      

      



 

第23号様式（第42条第２項） 

備 品 台 帳 

 

記   号  

 

 

 

品 名
  

 

 

 科目 

 （単位       ） 

 耐用年数  年 

番   号 

購入年月日 
摘 要

  

 公益財団法人 千葉県教育振興財団 

 

年月日
 

摘  要
 受  入 払 出 現 在 減価償却額 

数量 単価 金 額 数量 金 額 数量 金 額 当期 累計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23号様式の２（第42条第２項） 

基本財産台帳 

年月日 摘要 収入 支出 現在高 
現在高内訳 

普通預金 定期預金 有価証券 その他 

 

 

 

 

        

 

 

第23号様式の３（第42条第２項） 

特定資産台帳 

年月日 摘要 収入 支出 現在高 
現在高内訳 

普通預金 定期預金 有価証券 その他 

 

 

 

 

        

 



 

第24号様式（第44条） 

出 納 計 算 書（貸借対照表） 

 年 月 日現在 

     会計 

科目 コード 前残 借方 貸方 残高 

      

 

出 納 計 算 書（正味財産増減計算書の部） 

 年 月 日から 年 月 日 

     会計 

科目 コード 前残 借方 貸方 残高 

      

 



別紙１ 科　　　目　　　表

貸借対照表科目

（資産の部）

流 動 資 産 現 金 預 金 現 金

小 口 現 金

普 通 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

当 座 預 金

振 替 貯 金

未 収 金 事 業 未 収 金

そ の 他 未 収 金

前 払 金 前 払 金

棚 卸 資 産 刊 行 物

そ の 他 棚 卸 資 産

立 替 金 立 替 金

仮 払 金 仮 払 金

仮 払 消 費 税

固 定 資 産 基 本 財 産 土 地

建 物

基 本 財 産 預 金

特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産

減 価 償 却 引 当 預 金

財 務 調 整 引 当 資 産

事 務 所 等 解 体 準 備 積 立 預 金

財 団 施 設 整 備 等 特 定 費 用 準 備 資 金
房総風土記の丘資料館整備等特定費用準備資金

ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 振 興 基 金 特 定 預 金

ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 振 興 基 金 有 価 証 券

そ の 他 固 定 資 産 土 地

建 物

車 両 運 搬 具

什 器 備 品

そ の 他 有 形 固 定 資 産

電 算 ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

保 証 金

そ の 他 無 形 固 定 資 産

投 資 有 価 証 券

そ の 他 投 資 資 産

繰 延 資 産

財務規程第２条第２項の規定による勘定科目

大 中 小



（負債の部）

流 動 負 債 未 払 金 事 業 未 払 金

そ の 他 未 払 金

前 受 金 前 受 金

仮 受 金 仮 受 金

仮 受 消 費 税

預 り 金 所 得 税 預 り 金

住 民 税 預 り 金

社 会 保 険 料 預 り 金

雇 用 保 険 料 預 り 金

送 料 預 り 金

受 託 販 売 預 り 金

預 り 保 証 金

そ の 他 預 り 金

貸 倒 引 当 金 貸 倒 引 当 金

未 払 税 金 未 払 法 人 税

未 払 法 人 事 業 税

未 払 法 人 県 民 税

未 払 法 人 市 民 税

未 払 消 費 税

短 期 借 入 金 短 期 借 入 金

固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金

長 期 借 入 金 長 期 借 入 金

長 期 預 り 保 証 金 長 期 預 り 保 証 金

（正味財産の部）

指 定 正 味 財 産 国 庫 補 助 金 ○ ○ 事 業 補 助 金

地 方 公 共 団 体 補 助 金 ○ ○ 事 業 補 助 金

出 資 金 出 資 金

寄 付 金 寄 付 金

（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）

一 般 正 味 財 産 一 般 正 味 財 産 一 般 正 味 財 産

（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）

大 中 小

大 中 小



別紙２

正味財産増減計算書科目

（一般正味財産増減の部）

経　常　収　益

基 本 財 産 運 用 益 基 本 財 産 受 取 利 息

基 本 財 産 受 取 賃 貸 料

特 定 資 産 運 用 益 特 定 資 産 受 取 利 息

事 業 収 益 一 般 調 査 受 託 事 業 収 益

指 定 管 理 受 託 事 業 収 益

保 存 修 復 受 託 事 業 収 益

労 働 者 派 遣 事 業 収 益

入 場 料 収 益

宿 泊 料 収 益

研 修 等 施 設 使 用 料 収 益

撮 影 等 立 会 収 益

受 取 手 数 料 収 益

物 品 販 売 収 益

製 作 体 験 料 収 益

そ の 他 事 業 収 益

受 取 補 助 金 等 受 取 国 庫 補 助 金

受取地方公共団体補助金

受 取 交 付 助 成 金

受 取 負 担 金 受 取 負 担 金

受 取 寄 付 金 受 取 寄 付 金

雑 収 益 受 取 利 息 収 益

有 価 証 券 運 用 益

そ の 他 雑 収 益

指定正味財産からの振替額 指定正味財産からの振替額

大 中 小



経　常　費　用

事 業 費 役 員 報 酬 費

報 償 費

職 員 費

退 職 給 付 費 用

賃 金

法 定 福 利 費

厚 生 費

旅 費 交 通 費

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費

燃 料 費

修 繕 費

食 料 費

仕 入 商 品

材 料 費

通 信 運 搬 費

手 数 料

保 険 料

広 告 料

委 託 料

会 議 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

工 事 費

負 担 金

補 助 金

減 価 償 却 費

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 損 失

棚 卸 資 産

支 払 利 息

租 税 公 課

支 払 寄 付 金

雑 費

雑 損 失

管 理 費 事 業 費 に 同 じ

大 中 小



評価損益等調整前当期経常増減額

基 本 財 産 評 価 損 益 等 基 本 財 産 評 価 損 益 等

特 定 資 産 評 価 損 益 等 特 定 資 産 評 価 損 益 等

投資有価証券評価損益等 投資有価証券評価損益等

経常外収益

固 定 資 産 売 却 益 土 地 売 却 益

建 物 売 却 益

車 両 運 搬 具 売 却 益

什 器 備 品 売 却 益

そ の 他 固 定 資 産 売 却 益

固 定 資 産 受 贈 益 土 地 受 贈 益

建 物 受 贈 益

車 両 運 搬 具 受 贈 益

什 器 備 品 受 贈 益

そ の 他 固 定 資 産 受 贈 益

経常外費用

固 定 資 産 売 却 損 土 地 売 却 損

建 物 売 却 損

車 両 運 搬 具 売 却 損

什 器 備 品 売 却 損

そ の 他 固 定 資 産 売 却 損

固 定 資 産 除 却 損 建 物 除 却 損

什 器 備 品 除 却 損

棚 卸 資 産 除 却 損

災 害 損 失 災 害 損 失

当 期 経 常 増 減 額 当 期 経 常 増 減 額

当 期 経 常 外 増 減 額 当 期 経 常 外 増 減 額

他 会 計 振 替 額 他 会 計 振 替 額

当期一般正味財産増減額 当期一般正味財産増減額

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

（指定正味財産増減の部）

受 取 補 助 金 等 受 取 国 庫 補 助 金

受取地方公共団体補助金

受 取 民 間 補 助 金

受 取 交 付 助 成 金

受 取 寄 付 金 受 取 寄 付 金

受 取 手 数 料 受 取 手 数 料

固 定 資 産 受 贈 益 土 地 受 贈 益

建 物 受 贈 益

特 定 資 産 評 価 益 特 定 資 産 評 価 益

特 定 資 産 評 価 損 特 定 資 産 評 価 損

一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額 当期指定正味財産増減額

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高

大 中 小

大 中 小
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